
保険料の納付は、便利な口座振替をご利用ください。
通帳と届出印を持参のうえ、市民課窓口または金融機関で手続きができます。

国
民
健
康
保
険
の
お
知
ら
せ

令
和
４
年
度
の
保
険
料
が
決
定

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

制
度
内
容
に
変
更
が
あ
り
ま
す

◆◆
保
険
料
の
決
定
通
知
書
を
お
届
け
し

ま
す7

月
中
旬
頃
に
、
保
険
料
の
決
定
通
知

書（
本
算
定
分
）を
お
送
り
し
ま
す
。
保
険

料
額
や
支
払
方
法
な
ど
を
記
載
し
て
い

ま
す
の
で
、
期
限
ま
で
に
納
付
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
①
給
与
収
入
が
55
万
円
超
、
年
金
収

入
が
60
万
円
超（
65
歳
未
満
）ま
た
は

１
２
５
万
円
超（
65
歳
以
上
）の
い
ず
れ

か
の
該
当
者

※
②
国
保
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
移
行
し
た
者
を
含
む(

後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
計
算
に
は
関
係
あ
り
ま

せ
ん)

※
所
得
申
告
を
し
て
い
な
い
と
軽
減
措

置
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
【
未
就
学
児
の
均
等
割
の
軽
減
】

　

４
月
１
日
よ
り
、
未
就
学
児
の
被
保
険

者
の
均
等
割
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

表
の「
所
得
に
よ
る
保
険
料
軽
減
」の
対

象
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
軽
減
後
の
残

り
の
金
額
が
さ
ら
に
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
所
得
・
人
数
に
よ
る
制
限
は
な
く
、
対

象
者
全
員
が
軽
減
さ
れ
ま
す

※
年
度
途
中
で
加
入
・
脱
退
し
た
場
合
で

も
、
加
入
期
間
全
て
が
軽
減
対
象
と
な

り
ま
す

問
合
せ

市
民
課　

☎
 35-

３
１
３
７

◆
今
年
度
は
保
険
証
を
２
回
お
届
け
し
ま
す

8
月
か
ら
来
年
7
月
ま
で
使
用
す
る
保
険
証

は
、
10
月
か
ら
の

窓
口
負
担
割
合
の

見
直
し
に
伴
い
、

2
回
の
更
新
が
あ

り
ま
す
。

１
回
目

8
月
か
ら
使
用

す
る
う
す
い
黄
色

の
保
険
証
を
、
7

月
中
に
郵
送
し
ま

す
。

２
回
目

10
月
か
ら
使
用

す
る
う
す
い
青
色

の
保
険
証
を
、
9

月
中
に
郵
送
し
ま

す
。

◆
保
険
料
額
と
決
定
通
知
書
の
送
付

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
全
員
が
同
じ
く
負
担

す
る「
均
等
割
額
」と
、
前
年
の
所
得
に
応
じ
て

負
担
す
る「
所
得
割
額
」の
合
計
で
2
年
ご
と
に

見
直
さ
れ
ま
す
。

7
月
中
旬
に「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」を
送

付
し
ま
す
。
6
月
以
降
の
加
入
者
は
、
加
入
月

の
2
カ
月
後
に
送
付
し
ま
す
。

※  

世
帯
の
所
得
に
よ
り
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
上
記「
所
得
に
よ
る
保
険
料
軽
減
」の
表
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
５
８-

３
８
７-

６
３
６
８

10
月
1
日
㈯
か
ら
、
一
定
以
上
の
所
得
が
あ

る
方
の
窓
口
負
担
割
合
が
、
1
割
か
ら
2
割
に

変
更
さ
れ
ま
す
。

対
象

①
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
が
世
帯
に
1

人
の
み

↓
加
入
者
本
人
の
課
税
所
得
が
28
万
円
以
上

１
４
５
万
円
未
満
で
、
年
金
収
入
と
そ
の
他

の
所
得
合
計
が
２
０
０
万
円
以
上

②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
が
世
帯
に
2

人
以
上

↓
課
税
所
得
が
28
万
円
以
上
１
４
５
万
円
未
満

の
加
入
者
が
お
り
、
加
入
者
全
員
の
年
金
収
入

と
そ
の
他
の
所
得
合
計
が
３
２
０
万
円
以
上

◆
2
割
負
担
者
へ
の
配
慮
措
置

10
月
１
日
㈯
〜
令
和
7
年
9
月
30
日
㈫
は
、

制
度
の
見
直
し
に
よ
る
負
担
増
額
が
外
来
の
み

1
カ
月
最
大
３
，０
０
０
円
ま
で
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ

厚
生
労
働
省
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０‒

０
０
２‒

７
１
９

【保険料率・賦課限度額】
令和4年度 所得割 均等割 平等割 賦課限度額

医療給付費分 5.60% 27,900円 20,300円 65万円
後期高齢者支援金分 2.55% 10,100円 7,800円 20万円
介護納付金分 1.99% 13,300円 7,200円 17万円

【所得による保険料軽減】
均等割・平等割の軽減割合 総所得金額等の合計（同一世帯内の被保険者および世帯主の合計額）

7割軽減 43万円+（10万円 ×（給与所得者等の数 ※①-1））以下

5割軽減 43万円 +（28.5万円×被保険者数※②）+（10万円 ×（給与所
得者等の数※①-1））以下

2割軽減 43万円 +（52万円×被保険者数※②）+（10万円 ×（給与所得
者等の数※①-1））以下

保
険
証
を
更
新
し
ま
す

　

８
月
１
日
か
ら
使
用
す
る
保
険
証

（
緑
色
）を
７
月
中
旬
に
世
帯
ご
と
に
郵

送
し
ま
す
。
８
月
１
日
以
降
は
、
新
し

い
保
険
証
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い

年間保険料
（100円未満切捨て）
※限度額 66 万円

＝
均 等 割 額

46,023円 ※

＋
所 得 割 額

被保険者の所得
× 8.90％

被保険者番号
氏　　　　名
一部負担金の
割　　　　合
有 効 期 限

広域　太郎
◯　割

◯◯◯◯◯◯◯◯

令和 4年 9月 30 日

被保険者番号
氏　　　　名
一部負担金の
割　　　　合
有 効 期 限

広域　太郎
◯　割

◯◯◯◯◯◯◯◯

令和 5年 7月 31 日

7 月中に郵送
8月1日かから 9月30日まで使用可

9 月中に郵送
10月 1日から 7月 31日まで使用可

窓
口
負
担
を
見
直
し
ま
す（
２
割
負
担
）
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